
 

○伊万里市景観条例施行規則 

令和５年９月２２日 

規則第２７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）

及び伊万里市景観条例（令和５年条例第１７号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（工作物） 

第２条 条例第２条第１項第３号の規則に定めるものは、次に掲げるものとする。 

⑴ 門、塀、垣、柵、擁壁その他これらに類するもの 

⑵ 煙突 

⑶ 電柱、照明灯、空中線その他これらに類するもの 

⑷ 自動販売機 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が指定するもの 

（地区内住民の理解） 

第３条 条例第４条の規則で定める行為は、別表第１の左欄に掲げる地区の区分に

応じ、同表の中欄に定める行為とする。 

２ 条例第４条の規則で定める地区内住民は、別表第１の左欄に掲げる地区の区分

及び中欄に定める行為の区分に応じ、同表の右欄に定める者とする。 

３ 条例第４条の規定による地区内住民の理解を得ようとする者は、法第１６条第

１項又は第２項の規定による届出を行う日の３０日前までに、地区内住民協議相

談書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

４ 前項の相談書には、第５条第２項各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に

定める図書を添付しなければならない。 

５ 条例第４条の規定により説明会を開催し、地区内住民と協議を行ったときは、

地区内住民協議報告書（様式第２号）及び当該説明会で使用した図書を市長に提

出しなければならない。 



 

６ 市長は、前項に規定する報告書の提出を受け、当該報告書の内容を確認したと

きは、その旨を地区内住民協議確認書（様式第３号）により当該報告書を提出し

た者に通知するものとする。 

（事前協議の方法） 

第４条 条例第５条の規定による協議は、景観計画区域内行為事前協議書（様式第

４号）を提出して行うものとする。 

２ 前項の協議書には、第５条第２項各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に

定める図書を添付しなければならない。ただし、市長は、当該図書の添付の必要

がないと認めるときは、その全部又は一部を省略させることができる。 

（行為の届出又は通知） 

第５条 法第１６条第１項又は第２項の規定による届出は、景観計画区域内行為（変

更）届出書（様式第５号）を提出して行うものとする。 

２ 前項の届出書には、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める図

書を添付しなければならない。 

 ⑴ 法第１６条第１項第１号から第３号までに掲げる行為 景観法施行規則（平

成１６年国土交通省令第１００号。）第１条第２項各号に掲げる図書 

 ⑵ 条例第３条第１項第１号から第３号まで及び第５号に掲げる行為 次に掲げ

る図書 

  ア 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を

表示する図面で縮尺２，５００分の１以上のもの 

  イ 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真 

  ウ 設計図又は施工方法を明らかにする図面で縮尺１００分の１以上のもの 

  エ その他参考となるべき事項を記載した図書 

 ⑶ 条例第３条第１項第４号に掲げる行為 次に掲げる図書 

ア 景観法施行規則第１条第２項第１号イからハまでに掲げる図書 

イ 建築物又は工作物の外観照明を設置する面の立面図（照射位置、照射方法

及び照明の種類を表示したもの）で縮尺５０分の１以上のもの 



 

ウ その他参考となるべき事項を記載した図書 

３ 法第１６条第５項の規定による通知は、景観計画区域内行為（変更）通知書（様

式第６号）により行うものとする。 

４ 前項の通知は、第２項の規定を準用する。 

（適合通知） 

第６条 市長は、法第１６条第１項又は第２項の規定による届出があった場合にお

いて、当該届出に係る行為が景観計画に定める行為の制限に適合していると認め

るときは、その旨を適合通知書（様式第７号）により、当該届出をした者に対し

通知するものとする。 

２ 前項の通知を受けた者は、法第１８条第２項の規定により、前項の通知を受け

た日から当該届出に係る行為に着手することができる。 

（届出及び勧告等の適用除外） 

第７条 条例第６条の規則で定める行為は、別表第２の左欄に掲げる地区の区分に

応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる行為とする。 

 （完了届） 

第８条 条例第８条の規定による届出は、完了届(様式第８号)に完了後の状況を示

す写真（２方向以上から撮影したものであって、色彩を識別することができるも

のに限る。）を添えて行うものとする。 

 （勧告） 

第９条 法第１６条第３項の規定による勧告は、勧告書（様式第９号）により行う

ものとする。 

 （命令） 

第１０条 法第１７条第１項又は第５項の規定による命令は、命令書（様式第１０

号）により行うものとする。 

 （公表の手続） 

第１１条 条例第１０条の規定による公表は、市の広報又はホームページに掲載す

る方法その他の方法により行うものとする。 



 

２ 条例第１０条第２項の規定による意見の聴取は、意見を記載した書面の提出に

より行うものとする。 

 （景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の提案） 

第１２条 法第２０条第１項若しくは第２項の規定による景観重要建造物の指定の

提案又は法第２９条第１項若しくは第２項の規定による景観重要樹木の指定の提

案は、景観重要建造物（樹木）指定提案書（様式第１１号）により行うものとす

る。 

（景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の通知等） 

第１３条 法第２１条第１項又は法第３０条第１項の規定による通知は、景観重要

建造物（樹木）指定通知書（様式第１２号）により行うものとする。 

２ 法第２１条第２項又は法第３０条第２項の標識は、次に掲げる事項を表示した

ものとし、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。 

 ⑴ 指定番号及び指定の年月日 

 ⑵ 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種 

（景観重要建造物又は景観重要樹木の現状変更の許可） 

第１４条 法第２２条第１項又は法第３１条第１項の許可の申請は、景観重要建造

物（樹木）現状変更許可申請書（様式第１３号）により行うものとする。 

２ 市長は、前項の申請に係る許可をしたときは、景観重要建造物（樹木）現状変

更許可書（様式第１４号）によりその旨を申請者に通知するものとする。 

（景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除の通知） 

第１５条 法第２７条第３項において準用する法第２１条第１項又は法第３５条第

３項において準用する法第３０条第１項の規定による通知は、景観重要建造物（樹

木）指定解除通知書（様式第１５号）により行うものとする。 

（景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者の変更の届出） 

第１６条 法第４３条の規定による届出は、景観重要建造物（樹木）所有者変更届

出書（様式第１６号）により行うものとする。 

（審議会の会長及び副会長） 



 

第１７条 条例第１３条に規定する伊万里市景観審議会（以下「審議会」という。）

に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（審議会の会議） 

第１８条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が互選

される前に招集する会議は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、審議会の議事に関係のある者に対し、出

席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（審議会の庶務） 

第１９条 審議会の庶務は、建設農林水産部において処理する。 

（委任） 

第２０条 前３条に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。 

附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。ただし、第３条及び第４条の規定

は、公布の日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

地区 行為 理解を必要とする者 

里地区 １ 高さが１０メートル以上又は敷地面

積が１，０００平方メートル以上の建築

物の建築等 

地区の役員及び市長

が必要と認める者 



 

２ 高さが１０メートル以上又は敷地面

積が１，０００平方メートル以上の工作

物の建設等 

３ 開発区域の面積が５００平方メート

ル以上の開発行為等 

４ 矢竹生垣通りの矢竹の伐採 

大川内山地

区 

１ 煙突の改修・修繕等 伊万里鍋島焼協同組

合の役員及び市長が

必要と認める者 

※ ただし、里地区は景観まちすじⅠⅡの区域に限るものとし、景観まちすじⅠ

Ⅱ及び矢竹生垣通りの区域は景観計画に定める。また、「個人の専用住宅」・

「非住居部分の床面積が５０平方メートル以下の個人の兼用住宅」の建築、外

観の変更で過半未満のもの、高さが２０メートル未満の電柱・電線等の設置を

除く。 

別表第２（第７条関係） 

地区 行為 

里地区 １ 田園・臨海ゾーンにおける高さが１０メートル未満かつ

建築面積が１５０平方メートル未満の建築物の建築等 

２ 開発区域の面積が５００平方メートル未満の開発行為 

３ 土地の開墾及び形質の変更 

４ 矢竹生垣通りの矢竹の伐採を除く木竹の植栽又は伐採 

５ 屋外における物件の堆積 

６ 特定照明（夜間において公衆の観覧に供するため、一定

の期間継続して建築物又は工作物の外観について行う照

明をいう。）の新設、増設、改設若しくは移設又は色彩な

どの照明方法の変更 



 

７ 屋外における自動販売機の設置又は外観の変更 

大川内山地区 １ 面積が１００平方メートル未満の木竹の植栽又は伐採 

２ 堆積を行う土地面積の合計が堆積規模１００平方メー

トル未満かつ堆積の高さが２メートル未満の屋外におけ

る物件の堆積 

３ 屋外における物件の堆積のうち焼き物の製造に係るも

の 

※ 里地区の田園・臨海ゾーンの区域は景観計画に定める。 



様式第１号（第３条関係） 

（表） 

地区内住民協議相談書 

年  月  日  

伊万里市長 様 

 住 所 

氏 名 

電 話 

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名） 

 

伊万里市景観条例第４条及び同条例施行規則第３条第３項の規定により、関係図書

を添えて次のとおり相談します。 

設計者の住所・氏名 
〒   － 

電話 

施工者の住所・氏名 
〒   － 

電話 

行為の場所 
地名地番 伊万里市 

地区名        地区 

行為の期間 着手予定日  年  月  日 完了予定日  年  月  日

行
為
の
種
類 

建 築 物 
□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

工 作 物 

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

□煙突の改修 □煙突の修繕 

そ の 他 □開発行為 □矢竹の伐採 

建
築
物
の
概
要 

用 途  

構 造            造    一部          造

階数・高さ 地上      階   地下      階 高さ    ｍ

敷 地 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

建 築 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

延 べ 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

外観の変更 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

屋 根 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

外 壁 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

工
作
物
の
概
要 

種 類  

構 造            造    一部          造

敷 地 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

築 造 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

外観の変更 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

高 さ                ｍ 

外 観 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

 

 

 



 

（裏） 

開
発
行
為 

行為の種類 
□都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 

□その他政令で定める行為（          ） 

目 的  

開 発 面 積                ㎡ 

矢
竹
の
伐
採 

矢竹の高さ                ｍ 

行 為 面 積                ㎡ 

理 由  

（注）１ 該当する□にはレ印を記入してください。 



様式第２号（第３条関係） 

 

地区内住民協議報告書 

年  月  日  

伊万里市長 様 

 住 所 

氏 名 

電 話 

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名） 

 

伊万里市景観条例第４条及び同条例施行規則第３条第５項の規定により、地区内住

民を対象とした説明会を開催し協議を行いましたので、関係図書を添えて次のとおり

報告します。 

行為の場所 
地名地番 伊万里市 

地区名        地区 

行為の期間 着手予定日  年  月  日 完了予定日  年  月  日

行
為
の
種
類 

建 築 物 
□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

工 作 物 

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

□煙突の改修 □煙突の修繕 

そ の 他 □開発行為 □矢竹の伐採 

（注）１ 該当する□にはレ印を記入してください。 

２ この報告書には、説明会で使用した図書を添付してください。 



別紙１ 

説明会の開催状況 

（注） 主に説明を行った者が法人又はその代理人若しくは使用人の場合には、

その所属も記入してください。 

説明会の開催日時 
年  月  日  ：  ～  ： 

年  月  日  ：  ～  ： 

開 催 場 所 
 

参 加 人 数               人 

主に説明を行った者の氏名  

説明に対する地区住民の意見 地区住民の意見に対する見解又は措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙２ 

説明会での説明内容 

（注） 確認欄には、説明の項目の内容を説明したことを確認し、□にレ印を記入

してください。 

説明の項目 説明の内容 

大項目 小項目 確認  

建築物の概要 

用途 □  

構造 □  

階数・高さ □  

敷地面積 □  

建築面積 □  

延べ面積 □  

外観の変更 □  

屋根（仕上げ方法・色彩） □  

外壁（仕上げ方法・色彩） □  

その他 □  

工作物の概要 

種類 □  

構造 □  

敷地面積 □  

構造面積 □  

外観の変更 □  

高さ □  

外観（仕上げ方法・色彩） □  

その他 □  

開発行為 

目的 □  

開発面積 □  

その他 □  

矢竹の伐採 

矢竹の高さ □  

行為面積 □  

理由 □  

その他 □  

スケジュール 予定工期等 □  

周辺の景観との調和に

ついて配慮した事項 

推奨基準への取り組み □  

その他 □  

そ の 他 （任意に記載） □  



様式第３号（第３条関係） 

 

地区内住民協議確認書 

 

第     号  

年  月  日  

 

 様 

 

伊万里市長         

 

   年  月  日付けで報告のあった地区内住民との協議については、次のとお

り確認しましたので、伊万里市景観条例施行規則第３条第６項の規定により通知しま

す。 

行 為 の 場 所  伊万里市 

行 為 の 種 類  着手予定日  年  月  日 完了予定日  年  月  日 

説明会の開催日時  

確 認 区 分 

□ 報告内容が伊万里市景観計画の景観形成基準に適合している

ことを確認しました。 

□ 周辺地域の景観との調和について、地区内住民の理解が得ら

れたことを確認しました。 

その他事項 

 



様式第４号（第４条関係） 

（表） 

景観計画区域内行為事前協議書 

年  月  日  

伊万里市長 様 

 住 所 

氏 名 

電 話 

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名） 

 

伊万里市景観条例第５条の規定により、関係図書を添えて次のとおり協議します。 

設計者の住所・氏名 
〒   － 

電話 

施工者の住所・氏名 
〒   － 

電話 

行為の場所 伊万里市 

行為の期間 着手予定日  年  月  日 完了予定日  年  月  日

行
為
の
種
類 

建 築 物 
□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

工 作 物 

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

□煙突の改修 □煙突の修繕 

そ の 他 

□開発行為 □土地の形質の変更 □木竹の植栽又は伐採 

□屋外における物件の堆積 □特定照明 

□屋外における自動販売機の設置又は外観の変更 

建
築
物
の
概
要 

用 途  

構 造            造    一部          造

階数・高さ 地上      階   地下      階 高さ    ｍ

敷 地 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

建 築 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

延 べ 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

外観の変更 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

屋 根 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

外 壁 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

工
作
物
の
概
要 

種 類  

構 造            造    一部          造

敷 地 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

築 造 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

外観の変更 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

高 さ                ｍ 

外 観 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

 

 

 



（裏） 

開
発
行
為 

行為の種類 
□都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 

□その他政令で定める行為（          ） 

目 的  

開 発 面 積                ㎡ 

土
地
の
形
質
の
変
更 

行為の種類 □土地の開墾 □その他（          ） 

目 的  

敷 地 面 積                ㎡ 

法面又は擁壁

の高さ・長さ 
高さ          ｍ 長さ          ｍ 

木
竹
の
植
栽
又
は
伐
採 

行為の種類 □植栽 □伐採 

樹 種  

数 量                本 

樹 高                ｍ 

面 積                ㎡ 

理 由  

物
件
の
堆
積 

体 積                ㎥ 

行 為 面 積                ㎡ 

高 さ                ｍ 

理 由  

特
定
照
明 

行為の種類 □新設 □増設 □改設 □移設 □色彩などの照明方法の変更

照明の対象及

びその高さ 
照明の対象 高さ          ｍ 

照 明 方 法  

自
動
販
売
機

行為の種類 □設置 □外観の変更 

形 状  

寸 法  

外 観 色彩（マンセル値） 

（注）１ 該当する□にはレ印を記入してください。 



様式第５号（第５条関係） 

（表） 

景観計画区域内行為（変更）届出書 

年  月  日  

伊万里市長 様 

届出者 住 所 

氏 名 

電 話 

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名） 

 

景観法第１６条第１項（第２項）の規定により、関係図書を添えて次のとおり届け

出ます。 

設計者の住所・氏名 
〒   － 

電話 

施工者の住所・氏名 
〒   － 

電話 

行為の場所 伊万里市 

行為の期間 着手予定日  年  月  日 完了予定日  年  月  日

行
為
の
種
類 

建 築 物 
□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

工 作 物 

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

□煙突の改修 □煙突の修繕 

そ の 他 

□開発行為 □土地の形質の変更 □木竹の植栽又は伐採 

□屋外における物件の堆積 □特定照明 

□屋外における自動販売機の設置又は外観の変更 

建
築
物
の
概
要 

用 途  

構 造            造    一部          造

階数・高さ 地上      階   地下      階 高さ    ｍ

敷 地 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

建 築 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

延 べ 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

外観の変更 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

屋 根 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

外 壁 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

工
作
物
の
概
要 

種 類  

構 造            造    一部          造

敷 地 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

築 造 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

外観の変更 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

高 さ                ｍ 

外 観 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

 

 



（裏） 

開
発
行
為 

行為の種類 
□都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 

□その他政令で定める行為（          ） 

目 的  

開 発 面 積                ㎡ 

土
地
の
形
質
の
変
更 

行為の種類 □土地の開墾 □その他（          ） 

目 的  

敷 地 面 積                ㎡ 

法面又は擁壁

の高さ・長さ 
高さ          ｍ 長さ          ｍ 

木
竹
の
植
栽
又
は
伐
採 

行為の種類 □植栽 □伐採 

樹 種  

数 量                本 

樹 高                ｍ 

面 積                ㎡ 

理 由  

物
件
の
堆
積 

体 積                ㎥ 

行 為 面 積                ㎡ 

高 さ                ｍ 

理 由  

特
定
照
明 

行為の種類 □新設 □増設 □改設 □移設 □色彩などの照明方法の変更

照明の対象及

びその高さ 
照明の対象 高さ          ｍ 

照 明 方 法  

自
動
販
売
機

行為の種類 □設置 □外観の変更 

形 状  

寸 法  

外 観 色彩（マンセル値） 

（注）１ この届出書は、２部提出してください。 

２ 該当する□にはレ印を記入してください。 



様式第６号（第５条関係） 

（表） 

景観計画区域内行為（変更）通知書 

年  月  日  

伊万里市長 様 

通知者 所在地 

団体名 

代表者 

電 話 

 

景観法第１６条第５項の規定により、関係図書を添えて次のとおり通知します。 

設計者の住所・氏名 
〒   － 

電話 

施工者の住所・氏名 
〒   － 

電話 

行為の場所 伊万里市 

行為の期間 着手予定日  年  月  日 完了予定日  年  月  日

行
為
の
種
類 

建 築 物 
□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

工 作 物 

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

□煙突の改修 □煙突の修繕 

そ の 他 

□開発行為 □土地の形質の変更 □木竹の植栽又は伐採 

□屋外における物件の堆積 □特定照明 

□屋外における自動販売機の設置又は外観の変更 

建
築
物
の
概
要 

用 途  

構 造            造    一部          造

階数・高さ 地上      階   地下      階 高さ    ｍ

敷 地 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

建 築 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

延 べ 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

外観の変更 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

屋 根 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

外 壁 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 

工
作
物
の
概
要 

種 類  

構 造            造    一部          造

敷 地 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

築 造 面 積 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

外観の変更 届出部分     ㎡ 既存部分    ㎡ 合計    ㎡

高 さ                ｍ 

外 観 仕上げ方法       色彩（マンセル値） 



（裏） 

開
発
行
為 

行為の種類 
□都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為 

□その他政令で定める行為（          ） 

目 的  

開 発 面 積                ㎡ 

土
地
の
形
質
の
変
更 

行為の種類 □土地の開墾 □その他（          ） 

目 的  

敷 地 面 積                ㎡ 

法面又は擁壁

の高さ・長さ 
高さ          ｍ 長さ          ｍ 

木
竹
の
植
栽
又
は
伐
採 

行為の種類 □植栽 □伐採 

樹 種  

数 量                本 

樹 高                ｍ 

面 積                ㎡ 

理 由  

物
件
の
堆
積 

体 積                ㎥ 

行 為 面 積                ㎡ 

高 さ                ｍ 

理 由  

特
定
照
明 

行為の種類 □新設 □増設 □改設 □移設 □色彩などの照明方法の変更

照明の対象及

びその高さ 
照明の対象 高さ          ｍ 

照 明 方 法  

自
動
販
売
機 

行為の種類 □設置 □外観の変更 

形 状  

寸 法  

外 観 色彩（マンセル値） 

（注）１ この届出書は、２部提出してください。 

２ 該当する□にはレ印を記入してください。 

 



様式第７号（第６条関係） 

 

適 合 通 知 書 

 

第     号  

年  月  日  

 

 様 

 

伊万里市長         

 

   年  月  日付けで届出のあった行為については、景観計画に定められた当

該行為についての制限に適合すると認めたので通知します。なお、この通知をもって、

景観法第１８条第２項に基づく行為の着手の制限を解除します。 

行 為 の 場 所 伊万里市 

行 為 の 期 間 着手予定日  年  月  日 完了予定日  年  月  日 

行 為 の 種 類 
 

その他事項 

 



様式第８号（第８条関係） 

 

完  了  届 

年  月  日  

伊万里市長 様 

届出者 住 所 

氏 名 

電 話 

（法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名） 

 

伊万里市景観条例第８条の規定により、関係図面を添えて次のとおり届け出ます。 

行 為 の 場 所 伊万里市 

行 為 の 種 類 

建 築 物 
□新築 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

工 作 物 

□新設 □増築 □改築 □移転 □外観を変更する修繕 

□外観を変更する模様替 □色彩の変更 

□煙突の改修 □煙突の修繕 

そ の 他 

□開発行為 □土地の形質の変更 □木竹の植栽又は伐採 

□屋外における物件の堆積 □特定照明 

□屋外における自動販売機の設置又は外観の変更 

完 了 年 月 日        年   月   日 

備考 

 

 

 

 

（注）１ 完了した後の状況を示す写真（２方向以上から撮影したものであって、

色彩を識別することができるものに限る。）を添付してください。 

２ 該当する□にはレ印を記入してください。 



様式第９号（第９条関係） 

 

勧  告  書 

 

第     号  

年  月  日  

 

 様 

 

伊万里市長         

 

 

 景観法第１６条第３項の規定に基づき、  年  月  日までに次の措置を講ず

るよう勧告します。 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

勧 告 の 内 容  

備 考  

 



様式第１０号（第１０条関係） 

 

命  令  書 

 

第     号  

年  月  日  

 

 様 

 

伊万里市長         

 

 

 景観法第１７条第１項又は第５項の規定に基づき、  年  月  日までに次の

措置を講ずるよう命じます。なお、期限までにこの命令に従わないときは、景観法第

１０１条又は第１０２条の規定により懲役又は罰金に処されることがあります。 

行 為 の 場 所  

行 為 の 種 類  

命 令 の 内 容  

備 考  

１ この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して３か月以内に、伊万里市長に対して審査請求をすることができます。 

２ この処分については、上記１の審査請求のほか、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して６か月以内に、伊万里市を被告として（訴訟において伊万里市を

代表する者は伊万里市長となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができ

ます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して１年

を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することはでき

なくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の

翌日から起算して１年を経過した後であっても審査請求をすることや処分の取消しの

訴えを提起することが認められる場合があります。 



様式第１１号（第１２条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）指定提案書 

年  月  日  

伊万里市長 様 

 住 所 

氏 名 

電 話 

 

 

 景観法              の規定により、次のとおり指定の提案をします。 

 
提案に係る建造物の名称

又は樹木の樹種 
 

提案に係る建造物又は樹

木の所在地 
伊万里市 

提
案
に
係
る
建
造
物
又
は
樹
木
の
概
要 

敷地面積                    ㎡ 

建築面積                    ㎡ 

延べ面積                    ㎡ 

用途  

構造         造    一部          造 

階数・高さ 地上    階  地下    階  高さ    ｍ 

築年月日 年   月   日 

樹木の本数・面積              本          ㎡ 

樹高                    ｍ 

（注）１ 提案に係る建造物又は樹木の概要については、該当する項目のみ記入してく

ださい。 

第２０条第１項又は第２項 
第２９条第１項又は第２項 



様式第１２号（第１３条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）指定通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

 様 

 

伊万里市長         

 

 

         に指定したので、景観法         の規定により、次の 

 

とおり通知します。 

指 定 番 号  第       号 

指 定 年 月 日  年   月   日 

景観重要建造物（樹木） 

の名称又は樹種 
 

景観重要建造物（樹木） 

の所在地 
伊万里市 

景観重要建造物（樹木） 

の所有者 

住所 

氏名 

指定の理由となった外観

（樹容）の特徴 
 

土地その他の物件の範囲 （別添範囲図） 

 

景観重要建造物 
景 観 重 要 樹 木 

第２１条第１項 
第３０条第１項 



様式第１３号（第１４条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）現状変更許可申請書 

年  月  日  

伊万里市長 様 

申請者 住 所 

氏 名 

電 話 

 

          の現状変更を行いたいので、景観法施行規則 

 

の規定により、次のとおり申請します。 
指 定 番 号  第       号 

指 定 年 月 日  年   月   日 

景観重要建造物（樹

木）の名称又は樹種 
 

景観重要建造物（樹

木）の所在地 
伊万里市 

設計者の住所・氏名  
〒   － 

電話 

施行者の住所・氏名  
〒   － 

電話 

行 為 の 期 間  着手予定日  年  月  日 完了予定日  年  月  日 

行 為 の 種 類  

景観重要

建造物 

□増築 □改築 □移転 □除却 

□外観を変更する修繕 □外観を変更する模様替 

□色彩の変更 

景観重要

樹木 
□伐採 □移植 

現 状 変 更 の 理 由   

設計又は施行方法   

（注）１ この申請書は、２部提出してください。 

２ 該当する□にはレ印を記入してください。 

景観重要建造物 
景 観 重 要 樹 木 

第 ９ 条第１項 
第１４条第１項 



様式第１４号（第１４条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）現状変更許可書 

 

第     号  

年  月  日  

 

 様 

 

伊万里市長         

 

 

   年  月  日付けで申請のあった         の現状変更については、 

 

次のとおり許可します。 

指 定 番 号  第       号 

指 定 年 月 日  年   月   日 

景観重要建造物（樹木） 

の名称又は樹種 
 

景観重要建造物（樹木） 

の所在地 
伊万里市 

行 為 の 種 類   

許 可 条 件   

 

景観重要建造物 
景 観 重 要 樹 木 



様式第１５号（第１５条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）指定解除通知書 

 

第     号  

年  月  日  

 

 様 

 

伊万里市長         

 

 

         の指定を解除したので、景観法         の規定により、 

 

次のとおり通知します。 

指 定 番 号  第       号 

指 定 年 月 日  年   月   日 

景観重要建造物（樹木） 

の名称又は樹種 
 

景観重要建造物（樹木） 

の所在地 
伊万里市 

景観重要建造物（樹木） 

の所有者 

住所 

氏名 

指 定 解 除 年 月 日  年   月   日 

指 定 解 除 の 理 由   

 

景観重要建造物 
景 観 重 要 樹 木 

第２７条第３項 
第３５条第３項 



様式第１６号（第１６条関係） 

 

景観重要建造物（樹木）所有者変更届出書 

年  月  日  

伊万里市長 様 

届出者 住 所 

氏 名          （※） 

電 話 

（※）法人の場合は、記名押印してください。 

 法人以外でも、本人（代表者）が自署し

ない場合は、記名押印してください。 

 

          の所有者が変更したので、景観法第４３条の規定により、次のと 
 

おり届け出ます。 

指 定 番 号  第       号 

指 定 年 月 日  年   月   日 

景観重要建造物（樹

木）の名称又は樹種 
 

景観重要建造物（樹

木）の所在地 
伊万里市 

変 更 前 の 所 有 者  

住所 

氏名 

電話 

変 更 後 の 所 有 者  

住所 

氏名 

電話 

所有者変更の理由   

変 更 年 月 日  年   月   日 

 

景観重要建造物 
景 観 重 要 樹 木 
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